
 

R5.7 

 

退職後の加入年金制度について  
 

共済組合に加入している方は，将来の年金受給に正確を期するため，退職後の加入年金制度につい

て把握する必要があります。 

ついては，退職後の状況に応じて，退職後の加入年金制度について退職者本人でご確認の上，該当

する加入年金制度にチェックを入れ，配属または所属の部局等担当グループにご提出ください。 

なお，提出後に報告内容の変更があった場合は，直接福利厚生グループ（福利厚生担当）へご連絡

ください。 

確認方法（退職後の状況に応じて） 

○ 転職の場合・・・新しい就職先の採用担当に確認をとってください。 

○ 就職先未定の場合（無職，配偶者等の被扶養者になる，共済組合の任意継続をする場合を含む） 

・・・「その他」を選択してください。 

確認事項等記入欄 

1．配属又は所属 大学院○○研究科 等 

2．職員番号 12345678 

3．氏 名 広大 太郎 

4．退職後の加入年金制度について該当する区分にチェックを入れてください 

□ ①国家公務員共済組合（共済短期組合員を除く）  

 

□ 
②地方公務員の共済組合（以下の共済組合） 

地方職員共済組合，都道府県毎の市町村職員共済組合，公立学校共済組合，

都市職員共済組合，指定都市職員共済組合，都職員共済組合，警察共済組合 

 

「組合員転出届書」 

を併せて提出 

 

□ 
③その他 

共済短期組合員，厚生年金保険，国民年金保険，私立学校教職員共

済など 

 

「退職届」 

  を併せて提出 

5．就職先が決まっている場合，以下にご記入ください。 

就職年月日 就職先 職名 

 ①岡山大学（国立大学，国立病院機構医療センター等） 

②県立広島大学（県立大学，県立病院，市役所等） 

③安田女子大学（私立大学，民間企業，就職先なし等） 

教授 

※ この届に記載された個人情報は，福利厚生関係に必要な手続を行うために利用するものであり，この目的以外で

利用又は提供することはありません。 

 この届出に関する個人情報の取扱いについては，財務・総務室人事部福利厚生グループにお問い合わせください。 

＜記入例＞ 

Ｒ〇年○月○日～ 

国家公務員共済組合の任意継続組合員や，共

済組合員の被扶養者（家族），共済組合短期組

合員になる場合も「③その他」にチェックしてくださ

い。 
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    退職（転出）後の連絡先届 

 

事前の承諾（上記チェック事項を含む）を得ない限り，第三者には提供又は公表することはありません。 

配属または所属 

及び係・講座 
○○研究科○○講座 等 

氏 名
フ リ ガ ナ

 

ヒロダイ  タロウ 

広大 太郎 

職 員 番 号 ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ ０ （内線 １２３４        ） 

職   名 教授，主査等 

離職（転出）年月日 ○○○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

離職（転出）後の 

 

連 絡 先 

郵便番号  ○○○－○○○○ 

住 所  

○○県 ○○市 ○○町 ○丁目 ○○ ― ○○ 

ＴＥＬ （○○○）○○○ ― ○○○○ 

E-mail    ○○○○○○ ＠ ○○.○○ .jp 

再就職先の 

 

連 絡 先 

勤務先名 

 
○○○○大学○○学部 

離職（転出）後の 

連絡先提供の有無 

□ 全て提供可           □ 広島大学校友会・広島大学基金のみ可 

□ 広島大学マスターズのみ可    □ 全て提供不可 

 

「広大マスターズ」からの案内（入会案内，広島大学マスターズ通信）， 

「広島大学校友会」からの案内（入会案内，ホームカミングデーへの招待）， 

「広島大学基金」からの案内（基金室が実施する企画等各種ご案内，基金活動報告書の送付等） 

上記案内の送付を目的として，各事務局へ連絡先の提供可能なものを選択してください。 

備 考 

 

※ 連絡事項がある場合は記入してください。（例：引越し予定だが現時点では住所が決まっていない。） 

＜記入例＞ 

 

※ 未定の場合は，実家等郵便物の受け取れる場所を記入してください。（原則，海外は不可） 

※ メールアドレスは退職後も有効なアドレスを記入してください。 

※ 未定の場合は，「未定」と記入してください。 

✓ 



 

 

 
＜記入例＞ 

離 職 票 交 付 願 
  

○ ○ ○ ○ 年 ○ 月 ○ 日 

 
 

   広 島 大 学 長 殿 
 

職 員 番 号 ○○○○○○○○    
 
（ ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ ）  ﾋﾛﾀﾞｲ ﾀﾛｳ     

氏 名   広大 太郎      

 

下 記 に よ り 離 職 票 を 交 付 願 い ま す 。 

 

記 
 

 

配属または所属   ○○研究科 ○○講座 等   内線（ ○○○○  ） 
 
 

職 名   教授・主査等          （ 月給・時間給 ） 
 
 
退 職 年 月 日      ○○○○ 年 ○○ 月 ○○ 日       
 
 
退 職 理 由   定年退職のため   例）体調不良のため，転職希望のため等    
 
 
他の職員番号※  （ △△△△△△△△ ）・（ □□□□□□□□ ）   

   
※上記退職年月日より過去２年間に，別の職員番号で在職していた場合は，その他の職員

番号をすべて記載してください。 

 

 

送 付 先 住 所    ☑ 「離職(転出)後の連絡先届」と同じ 
 

 □ 「離職(転出)後の連絡先届」と異なる場合，下記に記入 

 

住  所 〒       

                         

電話番号 （     ）    －          

離職票（「雇用保険被保険者離職票」）は，退職後，ハローワークでの求職者給付の基本手当（失業

給付）の申請等に必要な書類です。引き続き他の機関・大学・企業等で就職，または海外在住
の場合は原則不要です。交付を希望する場合は提出してください。離職票の発送は，退職月の

翌月の中旬頃を予定しています（簡易書留）。退職日より前には発行されません。 

「離職（転出）後の連絡先」

と異なる場合のみ記入して

ください。 




